
8

対
象　

市
内
に
居
住
し
、
中
学
校

修
了
前
（
15
歳
到
達
後
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

※
請
求
者
は
、
父
母
と
も
に
児
童

を
養
育
し
て
い
る
場
合
、
生
計
を

維
持
す
る
程
度
の
高
い
人
（
原
則

所
得
の
高
い
人
）
に
な
り
ま
す
。

○
申
請
が
必
要
で
す

　

次
の
も
の
を
用
意
し
て
窓
口
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
公
務
員
は
勤
務
先
で
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の

支
給
と
な
り
ま
す
。
申
請
が
遅
れ

た
場
合
、
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

用
意

・
印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も

の
）

・
本
人
確
認
で
き
る
も
の

・
申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
の
預

金
通
帳

・
申
請
者
が
国
民
年
金
以
外
の
年

金
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、

申
請
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

又
は
年
金
加
入
証
明
書

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
書
類

（
所
得
課
税
証
明
書
な
ど
）
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

支
給
時
期　

２
月
、
６
月
、
10
月

の
各
月
10
日
（
そ
れ
ぞ
れ
の
前

月
分
ま
で
の
手
当
を
支
給
）

※
10
日
が
土
・
日
・
休
日
の
場
合

は
、
直
前
の
平
日
が
支
払
日
と
な

り
ま
す
。

　

児
童
手
当
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
育
ち
を

社
会
全
体
で
応
援
す
る
た
め
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

　

現
在
、
受
給
し
て
い
る
人
に
は

６
月
上
旬
に
、『
現
況
届
用
紙
』
を

郵
送
し
ま
す
。
必
ず
６
月
中
に
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
窓
口
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き

が
遅
れ
た
場
合
、
遅
れ
た
月
分
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

や
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と

き
・
出
生
な
ど
に
よ
り
児
童
が
増
え

た
と
き

・
金
融
機
関
を
変
更
し
た
と
き

・
児
童
と
別
居
し
た
と
き

・
児
童
が
施
設
に
入
所
し
た
と
き

・
婚
姻
又
は
離
婚
に
よ
り
、
生
計

を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
人
が

変
わ
っ
た
と
き

・
公
務
員
に
な
っ
た
と
き　

な
ど

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど
に
よ
っ

て
、
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い

る
人
や
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る

父
又
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る

人
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
し
ま
す
。

※
認
定
さ
れ
る
と
申
請
月
の
翌
月

分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

★
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）

　

☎
㉕
１
１
３
０

★
市
民
福
祉
課
（
総
合
支
所
）

　

☎
72
１
３
３
３

児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
？

○
６
月
中
に
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
！

続
け
て
手
当
を
受
給
す
る
に
は
？

○
手
続
き
が
必
要
で
す
！

届
け
出
の
内
容
が
変
わ
っ
た
ら
？

他
に
も
こ
の
よ
う
な
手
当
が

あ
り
ま
す
（
重
複
受
給
可
）

お
問
い
合
わ
せ
・
申
請
窓
口

年齢要件など 支給月額
３歳未満 １５，０００円
３歳以上
小学校修了前

第１子・第２子 １０，０００円
第３子以降 １５，０００円

中学生 １０，０００円
所得制限限度額以上（下記参照） 一律 ５，０００円

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円）
０人 622.0  833.3
１人 660.0  875.6
２人 698.0  917.8
３人 736.0  960.0
４人 774.0 1002.1
５人 812.0 1042.1
６人以上 １人につき＋38万円

支給される手当額

※第○子とは、18歳になる日以後の最初の３月31日
までの児童の順番です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合は、
１人につき所得制限限度額に６万円を加算します。

所得制限限度額（平成24年６月分の手当より）

お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
保
護
者
の
み
な
さ
ん

児
童
手
当
を
忘
れ
な
い
で
ね
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こ
の
計
画
は
、
次
の
４
つ
の
柱

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
基
本
方
針
：
施
設
に
関
す
る
全

体
的
な
方
針

・
基
本
原
則
：
基
本
方
針
を
踏
ま

え
た
財
政
負
担
の
縮
減
や
施
設

全
体
の
最
適
化
に
向
け
た
全
体

目
標

・
取
組
方
針
：
基
本
原
則
の
達
成

に
向
け
た
施
設
全
体
の
方
針

・
施
設
種
別
方
針
：
各
施
設
種
別

の
独
自
の
方
針

　

今
後
は
、
本
計
画
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
実
情
や
課
題

を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
整
備
や
管

理
運
営
な
ど
に
関
し
て
検
討
を
進

め
ま
す
。
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市
が
保
有
す
る
公
共
施
設
（
※

１
）
の
半
数
以
上
が
建
築
後
30
年

以
上
を
経
過
し
て
い
ま
す
。
今
後
、

老
朽
化
が
進
む
こ
と
で
、
施
設
の

大
規
模
な
改
修
や
建
て
替
え
を
迫

ら
れ
る
と
き
が
必
ず
訪
れ
ま
す
。

「
そ
の
と
き
」、
大
き
な
財
政
負
担

が
か
か
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
人
口
減
少
や
少
子
高

齢
化
が
進
み
、
税
収
の
伸
び
悩
み

や
扶
助
費
の
増
大
な
ど
、
厳
し
さ

の
続
く
財
政
状
況
下
に
お
い
て
、

公
共
施
設
の
整
備
な
ど
に
支
出
で

き
る
費
用
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

（
※
２
）。

　

市
で
は
、
公
共
施
設
を
適
正
に

維
持
管
理
し
な
が
ら
、
公
共
施
設

に
か
か
る
将
来
コ
ス
ト
を
縮
減
し

て
い
く
た
め
、
平
成
27
年
３
月
に

『
本
庄
市
公
共
施
設
再
配
置
計
画
』

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

迫
り
来
る
「
そ
の
と
き
」
を
迎

え
る
前
に
、
み
な
さ
ん
も
一
緒
に

「
公
共
施
設
」
の
将
来
を
考
え
ま

し
ょ
う
。

　
「
本
庄
市
公
共
施
設
再
配
置
計

画
」
と
計
画
の
概
要
版
は
次
の
場

所
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

●
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
閲
覧
・
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド

●
図
書
館（
本
館
・
分
館
）：
閲
覧
・

貸
し
出
し

●
企
画
課（
市
役
所
３
階
）：
閲
覧

●
総
務
課（
総
合
支
所
）：
閲
覧

【
基
本
方
針
】

①
財
政
負
担
の
縮
減

　

施
設
の
統
廃
合
や
長
寿
命
化
を

図
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
維
持

管
理
・
運
営
と
効
果
的
な
活
用
に

取
り
組
む
。

②
施
設
の
安
全
性
確
保

　

耐
震
改
修
や
老
朽
化
対
策
等
に

よ
る
施
設
の
安
全
性
の
確
保
に
取

り
組
む
。

③
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
と
質

の
向
上

　

市
民
ニ
ー
ズ
や
社
会
情
勢
の
変

化
に
応
じ
た
提
供
サ
ー
ビ
ス
の
集

約
化
等
に
よ
る
効
率
化
や
質
の
向

上
に
取
り
組
む
。

【
基
本
原
則
】

原
則
１　

公
共
施
設
の
総
数
（
１

１
６
施
設
）
の
削
減

原
則
２　

公
共
施
設
の
総
量
（
総

床
面
積
）
の
削
減

　

↓
目
標
：
30
年
間
で
15
％

（
約
３
万
㎡
）

原
則
３　

公
共
施
設
に
お
け
る
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
縮
減

【
取
組
方
針
】

①
施
設
の
総
数
・
総
量
削
減
と
既

存
施
設
の
有
効
活
用

②
施
設
の
長
寿
命
化
の
推
進

③
施
設
の
安
全
性
の
確
保
（
老
朽

化
・
耐
震
化
対
応
）

④
施
設
の
維
持
管
理
・
運
営
の
効

率
化

⑤
地
域
特
性
等
を
踏
ま
え
た
施
設

サ
ー
ビ
ス
の
適
正
化

⑥
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
の
方
策

【
施
設
種
別
方
針
】

・
15
種
類
の
施
設
種
別
（
公
民
館
、

ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
学
校
な
ど
）

ご
と
に
、
施
設
の
更
新
・
機
能

見
直
し
や
維
持
管
理
・
運
営
の

効
率
化
な
ど
を
進
め
る
た
め
の

内
容
を
定
め
た
独
自
の
方
針
に

加
え
、
更
新
時
の
方
向
性
、
配

置
の
考
え
方
等

・
低
未
利
用
地
の
活
用
方
針

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

公
共
施
設
再
配
置
計
画
の
概
要

※
１　

公
共
施
設
と
は
、
小
中
学
校
や
公
民

館
、
体
育
館
な
ど
の
公
共
建
築
物
１
１
６
施

設
を
対
象
と
し
、
延
床
面
積
合
計
は
約
20
万

㎡
に
な
り
ま
す
。

※
２　

対
象
施
設
を
将
来
的
に
全
て
維
持
す

る
場
合
、
今
後
30
年
間
で
約
４
４
５
億
円
も

の
更
新
（
建
替
）
費
用
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
う
ち
約
２
３
１
億
円
が
不
足
す
る
こ
と
が

推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

「今」考える―

公 共 施 設
「
そ
の
と
き
」
に
備
え
て

「
公
共
施
設
」
の
現
状

み
ん
な
で
考
え
る

「
公
共
施
設
」
の
将
来
像


